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令和６年度京都市保健所運営方針取組結果等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な関連施策・事業 
令和６年度の取組結果及び 

令和７年度の取組内容 

新型コロナワクチン

接種 

【令和６年度の取組結果】 

・令和６年度以降の新型コロナワクチンの接種は、Ｂ類疾病の定期予防

接種として、高齢者（主に６５歳以上）を対象に個人の重症化予防を目

的に実施。 

・本市における実施期間は、本市高齢者インフルエンザ定期予防接種と

同時期とし、令和６年１０月１５日から令和７年２月２８日で設定（当

初は令和７年１月３１日終了で予定していたが、１ヶ月延長）。 

・対象者は、６５歳以上の方と６０～６４歳で心臓や腎臓、呼吸器の機

能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方者等。 

・接種料金の設定に当たっては、高齢になるほど重症化する傾向がある

ことを踏まえ、本市高齢者インフルエンザ定期予防接種と同様、年齢に

応じた負担額を下表のとおり設定。より重症化リスクの高い７５歳以上

の方の自己負担額を軽減することで、接種しやすい環境を整備。 

 

区分（接種日現在の状況） 接種料金（自己負担額） 

７５歳以上 ２，０００円 

６５～７４歳・ 

対象となる６０～６４歳 
３，０００円 

対象者のうち、生活保護受給者・ 

中国残留邦人等支援給付受給者 
無料 

 

・定期接種化に伴い、実施内容に変更が生じるため、市民及び協力医療

機関において混乱が生じないよう、専用コールセンターを設置。 

・定期接種事業周知のため、京都市情報館や市政広報板ポスター、回覧

チラシ、市民しんぶん、交通広告、ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、コ

ロナワクチンへの理解の促進及び接種率向上に向けた広報を実施。 

 

＜接種状況＞ 

接種率１８．８７％ 

 

 

 今後想定される新興・再興感染症などの健康危機事案の発生への備え、新型コロ

ナウイルスワクチン接種の取組など、本市の医療衛生施策について、関連する部署

と密な連携を図り、市民の安全・安心の確保に向けた取組を推進していく。 

１ 医療衛生施策の推進 

資料１ 
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【令和７年度の取組内容】 

・本市における実施期間は、本市高齢者インフルエンザ定期予防接種と

同時期とし、令和７年１０月１５日から令和８年１月３１日で設定。 

 

区分（接種日現在の状況） 接種料金（自己負担額） 

７５歳以上 ５，０００円 

６５～７４歳・ 

対象となる６０～６４歳 
７，５００円 

対象者のうち、生活保護受給者・ 

中国残留邦人等支援給付受給者 
無料 

 ※ 令和７年度から、国の助成金が廃止されたことにより、自己負担

額を変更。 

・コロナワクチンの自己負担額を引き上げたことから、市民及び協力医

療機関において混乱が生じないよう、専用コールセンターを設置。 

・令和６年度同様、定期接種事業周知のため、京都市情報館や市政広報

板ポスター、回覧チラシ、市民しんぶん、交通広告、ＳＮＳ等の様々な

媒体を活用し、コロナワクチンへの理解の促進及び接種率向上に向けた

広報を実施。 
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主な関連施策・事業 
令和６年度の取組結果及び 

令和７年度の取組内容 

地域における健康づ

くり事業 

・令和６年度は、実施回数１，６９０回、参加者数６３，２４１名とな

った。 

・令和７年度においては、地域の健康課題に加え、全市の健康課題をふ

まえた重点取組項目（①糖尿病発症予防に向けた取組②循環器病発症

予防に向けた取組③骨粗しょう症予防に向けた取組）を定め、地域の

特色に応じた取組を積極的に実施する。 

健康長寿のまち・京都

推進プロジェクト 

【プラスせんぽの推進】 

・運動の入口として取り組みやすいことや、運動の時間を確保しづらい

現役世代でも、通勤や、昼休み、買い物等、あらゆる場面で気軽に取

り入れやすく、幅広い年齢層で展開できることから、「歩く」をテーマ

に市民ぐるみ運動を進めることとし、現状よりも１日の歩数を 

１，０００歩増やすことから始めていただくため、「プラスせんぽ」の

キャッチフレーズの普及を推進。 

（令和６年度の取組結果） 

・令和６年４月にリニューアルした京都市健康づくり応援サイト「京・

けんこうひろば」を通じた情報発信 

・健康づくりイベント「イオンモールでけんこうひろば」での普及啓発 

・京都ハンナリーズと連携した啓発の実施 

（新たな「プラスせんぽ」啓発動画の作成等） 

（令和７年度の取組内容） 

・「歩いてたのしむ京都 デジタルスタンプラリー」の開催 

・YouTube広告を活用したプラスせんぽ動画の発信 

・産官学民の共創イベント「超ＥＣＯ祭」における認知向上   

 

 令和６年３月に策定した「京都市健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」に基づき、

市民の皆様が主体的に日々の健康づくりに取り組んでいいただき、それを支える社会

環境づくりを本市や関係機関・団体等が協働して取り組むことによって、本市の健康

づくりをこれまで以上に力強く推進していく。 

 特に、保健福祉センターでは、子ども・障害・高齢などの各分野や地域力推進室と

横断的に連携し、各種団体・関係機関、地域住民との協働により、地域における健康

づくり事業の取組を通じて、区役所・支所の独自性を生かした、市民が地域で自主的

に健康づくりに取り組むまちづくりを推進する。 

２ 「健康長寿のまち・京都」の実現に向けた取組の推進 
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【健康ポイント事業】 

・令和６年度は、６５歳以上を対象に「地域活動への参加」及び「通い

の場」への誘導とともに、「プラスせんぽポイント」を新たに設定。 

（令和６年度応募件数：９，７３７件） 

・令和７年度も、継続して実施。 

 

【健康づくり推進者表彰「健康長寿のまち・京都いきいきアワード」】 

・大賞、プラスせんぽ賞、スタートアップ賞、奨励賞を設定し募集。表

彰式の開催及び健康づくりの先進、優良事例として市民周知を図る。 

（令和６年度受賞者：大賞４組、プラスせんぽ賞２組、 

スタートアップ賞１組、奨励賞１７組 

 令和７年度受賞者：大賞５組、プラスせんぽ賞２組、 

スタートアップ賞２組、奨励賞１２組） 

フレイル対策支援事

業 

・「運動」「栄養・口腔」「社会参加」の総合的なフレイル対策の推進

を図るため、地域介護予防推進センターの関与のもと、高齢者が主体

となって介護予防に取り組むグループ（以下、「自主グループ」とい

う。）に、体力測定等を通じて自主グループの特徴を把握したうえで、

管理栄養士による栄養に関する講話、歯科衛生士によるお口の体操指

導、リハビリテーション専門職による運動方法に関する助言や各医療

専門職による健康相談等の支援を実施した。令和８年度は、引き続き、

支援グループ数の増加に取り組む。 

令和６年度支援グループ数：１７２グループ（１，８２７人） 

令和７年１１月末時点支援グループ数：１８１グループ（１，９６７人） 
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主な関連施策・事業 
令和６年度の取組結果及び 

令和７年度の取組内容 

不妊に悩む方への支

援の充実 

不妊・不育に関する相談を市民が相談したいタイミングでできるよ

う、ＳＮＳを活用した相談事業を実施している。令和７年度からは、府

市共同で「きょうと妊娠から子育てＳＮＳ相談」として実施。 

令和６年度実績 

・相談延件数：１，０３７件（うち不妊・不育に関する相談６３件） 

産後ケア事業の拡充 

出産直後の母親が、身近な地域で安心して育児を開始し、子どもが

健やかに成長できるよう、母親への心身のケアや育児サポート等の支

援等を行う産後ケア事業を実施している。 

令和６年度からは、対象者要件を緩和し、「産後ケアを必要とする

者」であれば、母親の身体面や周囲からの支援状況に関わらず利用で

きる制度に見直すとともに電子申請の受付を開始した。 

令和６年度実績 

・産後ショートステイ：1,833日 

・産後デイケア：522日 

京都市医療的ケア児

等支援連携推進会議 

令和元年度末に本市独自の協議の場として保健、医療、福祉、教育等

の各分野の関係機関等から構成される「京都市医療的ケア児等支援 連

携推進会議」を設置した。令和６年度は１回会議を開催し、令和７年度

においても１回会議を開催予定。医療的ケア児等地域支援コーディネー

ト事業の取組状況をはじめ、医療的ケア児が必要とする支援の提供につ

いて、協議の場において関係機関と情報連携等を行っている。 

 本市においては、令和６年４月の改正児童福祉法施行に伴い、各区役所・支所子どもはぐくみ室

を、「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の２つの機能を担い、一体的

に支援を実施する「こども家庭センター」として位置付けている。 

母子保健施策としては、妊娠前、妊娠期、出産前後、育児期に渡る体系的なサービスを、すべての

母子を対象としたポピュレーションアプローチの考え方に基づき展開し、子どもの健やかな成長発

達と家庭の子育て力の向上をめざして、地域の関係機関と連携しながら、すべての子どもや子育て

家庭に対してきめ細やかな支援を行うとともに、親子の健康の保持増進や安心して子育てができる

ための知識の提供に努めている。また、児童福祉施策としては、個々の家庭が抱える状況やニーズ

に「気づき」、継続的な支援等に早期に「つなぎ」、課題や困難を抱える子どもや子育て家庭への支

援に展開していくことで、児童虐待の未然防止を推進している。 

保健所としては、このような子どもはぐくみ室の業務の質を高める役割を担うとともに、長期療養

児等への支援など、専門的アプローチを要する業務に取り組んでいる。 

３ 母子保健の推進 
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主な関連施策・事業 
令和６年度の取組結果及び 

令和７年度の取組内容 

自死遺族・自殺予防こ

ころの相談電話～き

ょう こころ ほっ

とでんわ～（継続） 

＜令和６年度取組結果＞ 

相談受付時間：毎日２４時間 

相談件数：１１，９０４件 

＜令和７年度取組内容＞ 

相談受付時間：平日９時～１６時（祝休日及び年末年始を除く） 

 

 

 平成３０年３月に策定した「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン（京都市障害者

施策推進計画・障害福祉計画・障害児福祉計画）」（令和５年度末をもって計画期間が終了し

たことから、次期プラン「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン（２０２４－２０２

９）」を策定）に基づき、障害のある人もない人も、全ての人が違いを認め合い、支え合うま

ちづくりを推進することを基本方針に、障害のある人が生きがいや働きがいを持って、地域

で自立して安心して生活できる共生社会の実現に向けて取り組む。 

 各区役所・支所障害保健福祉課では、３障害（身体・知的・精神）及び難病にかかる相談

窓口として、保健と福祉の両面から広い視点での相談援助活動に取り組む。また、重複障害

のある方等の援助対象者のニーズに応じて、障害福祉ケースワーカーと保健師が密に連携協

力を図り、適切かつ細やかな対応に努める。 

４ 地域精神保健福祉施策の推進・難病患者への支援 


